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地域ポイント事業「         」 
の実証をスタートしました！ 

 
地域コミュニティの担い手不足や、子育て支援、高齢者支援など、様々な社会課題の解決

に向けて、地域の皆さまのご協力がますます重要となります。 

このため、市民の皆さまが善意で取り組まれている地域活動などに対する感謝の気持ちと

してポイントをお渡しし、地域活動などの支援につなげる仕組みとして、「ふくおかポイント」の

実証をスタートしました。 

記 
１ 概要 

① 実証内容 

各小学校区の自治協議会が取り組む地域活動の中から、各校区で決定した活動の参加者

に対し、スマートフォンのアプリを通じてポイントを付与します。当該ポイントを集めると、市が

提供する様々な特典と交換することができます。今回は９つのモデル校区にて一連の仕組み

について実証を行い、課題の抽出や改善に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

対象 

活動例 

・通学児童の見守り、防犯パトロール、防災訓練、清掃活動、地域美化活動 

・夏祭り、運動会などの地域イベントの企画や開催準備 

・自治協議会などの役員への就任              など 

特典の 

一例 

・特別な権利や体験（福岡マラソン優先出走権、植物園でキャンプができる権利など） 

・公共施設の利用チケット（各スポーツ施設・文化施設の利用料割引など） 

・市の施策に関するグッズ（非常用保存食セット、再生リン入り花用肥料など）  
 

② 実証を行うモデル校区（９校区） 

【東  区】 美和台、照葉  【博多区】 那珂、弥生  【中央区】当仁  【南 区】 塩原 

【城南区】 堤丘          【早良区】 西新        【西  区】金武 
  

２ 開始時期 

  令和６年５月 10 日（金）以降、準備が整った校区より順次開始 

 
【お問い合わせ先】 

福岡市総務企画局企画調整部 

担当：花田、濵口 電話：092-707-2092（内線3860） 

 


